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大阪府 建築行政サポートデスクについて

〔支援体制イメージ〕

建築行政サポートデスク

相談

ニーズに
合わせた
技術支援

関係部局と連携した総合的な支援

市町村

大阪府

【窓口：建築指導室】

事業調整室
（地域維持管理連携PFなど）
・ｲﾝﾌﾗ支援

市町村局
・計画助言、地方債等

公共建築室
・発注方式、ESCO
・木材利用等

都市計画局
・用途地域､地区計
画
・関連事業等

公園課（土木事務所）
・交付金等

教育庁
・学校関係

居住企画課
・市町営住宅交付金
・維持保全等

建築環境課
・省エネ法等



（目 的）
「地域維持管理連携プラットフォーム」は、地域の特性等が活かせる土木事務所単位で府、市町村、大学等と連携し、維持
管理に関する情報及びノウハウの共有や研修等を通じて、技術連携や人材育成等に取り組むことで、それぞれの施設管理者が
責任をもって、将来にわたり良好に都市基盤施設を維持管理し府民の安全、安心を確保していくことを目的に設立するもの。

「地域維持管理連携プラットフォーム」について

A市 B町

C村 D市

府土木事務所

◆市町村支援の取組
◆橋梁・トンネル点検の一括発注
◆技術研修による人材育成
【公益財団法人 大阪府都市整備推進センター】

近隣の大学
土木工学系

地域維持管理連携プラットフォーム

1)府と市町村との連携
①維持管理ノウハウや情報の共有
②橋梁・トンネル点検の地域一括発注の検討
2)行政と大学との連携
①府・市町村に対する技術的助言
②府・市町村のフィールドやデータを活用した
維持管理の共同研究

3)府、市町村、大学の連携
①研修などによる一体的な人材育成

国土交通省
近畿地方整備局
大阪市・堺市 など

大阪府
都市整備部

府内の土木工学系
大学（７大学）

連携 連携



大阪府市町村局では、公共施設マネジメントに取り組む市町村を相互に連携・協力して
支援するため、本府と阪急コンストラクション・マネジメント株式会社（以下、「阪急
CM社」）との間で連携協定を締結しています。

◎連携協定の内容
（１）公共施設の整備（集約化・複合化含む）・維持管理・⾧寿命化等の取組みに対する助言
（２）関連計画及び中⾧期の財政見通し等の策定に対する助言
（３）防災・減債、地域の安全・安心の確保、デジタル化、省エネルギーや脱炭素化等の取組みに対する助言
⇒上記を府が実施するのに際して、阪急CM社より、知見やノウハウの提供、人的支援等が行われます。

◎スキーム図

知見・ノウハウ提供等

助言等 情報提供・人的支援等

府

市町村

阪急CM

『連携協定締結』 連携協定に基づき、直接
団体へ訪問することも可
能ですので、お気軽にご
相談ください。

【相談・問い合わせ先】

大阪府総務部市町村局行政課財政グループ

電話番号：06-6944-9112（直通）
メール ：shichoson-g24@sbox.pref.osaka.lg.jp

※阪急CM社への直接の連絡は控えてください。



● 30団体＆大阪府で共同利用

● R5後乗り参加予定:３団体（計33団体）

※無償版も含めるとR4年度末に全43団体が参加へ

● チャットツールの共同調達は日本初

システム共同化実績 ※令和5年2月時点

● Aプラン（フルスペック）…５団体＆大阪府
・大阪市の導入事例を参考に、あらゆる行政手続きの
オンライン化に対応できるよう法人認証や代理申請、
大量の申請を一括処理するための機能などに対応

● Bプラン（スモールスタート）…20団体
・小規模団体でも導入しやすいようAプランから機能と
予定価格を絞ったもの（複数の市町村から要望があり追加）
・オプション追加により公的個人認証や電子決済にも対応可能

● R5後乗り参加予定:10団体（計35団体へ）

行政のデジタル化を通じた住民QoL（生活の質）の向上や業務効率化、財政負担緩和の両立をめざして、府と府内市町村で構成する
“GovTech大阪”を中心に、システム共同化の取組を進めており、各システムで標準価格から３割程度のスケールメリットを発揮しています。
令和３年度は３件、令和４年度は１件の共同調達を実施し、調達後も参加団体の拡大(後乗り)や団体間ノウハウ共有等を進めています。

● ３団体で共同利用

● R5後乗り参加予定:４団体（計７団体へ）

● システム未導入の団体が、スムーズに電子化率を
上げられるよう、業務分析やルール策定支援も実施

25

● 22団体が参加＋R4年度は8団体が後乗り参加
● 自治体の利用に特化し、高いセキュリティを有する
コミュニケーションツール

● 効果として、在宅勤務を促進し、緊急災害時の連絡網に
● 在宅勤務推進、窓口改革、災害対策などテーマ別
トークルームで全国の自治体とノウハウを共有

● 11団体が参加＋R4年度は14団体が後乗り参加
● 様々な行政手続きを自宅からスマートフォンで
● 府内では大阪市が令和２年８月に、堺市が令和３年
４月にマイナンバーカードを活用した公的個人認証や
電子決済（キャッシュレス）に対応したシステムを再構築

● Aプラン（フルスペック）、Bプラン（スモールスタート）
に分けて、計11団体で共同調達を実施

電子申請システム（Aプラン、Bプラン）

●公文書の作成から廃棄までを一体的に維持管理でき、
オンラインで決裁（承認）ができるシステム
●行政文書をより体系的・効率的に管理するだけでなく、
在宅勤務やペーパーレス・はんこレスの推進等、DX推進の
基盤として幅広い効果を発揮することをめざす。

文書管理・電子決裁システム

R3

R4

自治体専用チャットツールR3
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・人材不足感が強い職種。充分に確保しているとの声は少数。

・すでに広域連携により委託されている例や、民間事業者を活用している例も。

・専門領域が細分化されるにもかかわらず、それぞれの業務ボリュームが大きい訳ではないことから、
ノウハウの蓄積も難しい分野。

・周りに相談できる人が乏しいことが想像され、人材のメンタル面なども課題か。

・委託や団体間の交流、共同処理が解決につながりやすいと思われ、広域連携に高い関心。

4

7

13

23

0 5 10 15 20 25

現体制・毎年

の採用とも充分

外部へ依頼

（委託等）

現体制は確保

しているものの

今後の採用に不安

現体制で不足

が生じている

文化財保護専門人材の充足状況
（複数選択可）

8

14

17

18

0 5 10 15 20

その他

複数団体による

共同処理組織の設置

他団体への

業務委託

団体間の人事交流

によるノウハウ共有

文化財保護業務の広域連携で

関心あるもの
（複数選択可）
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・図書館の相互利用はエリア毎の取組みが進んでいる。

・相互利用ではない場合、文化施設や体育施設については、自団体住民かどうかで利用料金等で
差を設けるのが一般的。（一部団体で差をつけない運用も）

・相互利用は、住民サービス水準の向上を目的に実施されることが多い。

・共同運用がなされている例としては、予約システムの共通化などの事例がある。

3

4

13

14

39

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

実施していない

その他施設

文化施設

（ホールなど）

体育館・プール

・スポーツ施設 等

図書館

団体間相互利用を行っている施設
（複数選択可）

4

5

7

33

0 5 10 15 20 25 30 35

広域で施設の共同

管理を検討したい

広域で役割分担し、施設

のすみ分けを検討したい

広域で施設の統合

再編を検討したい

検討しない

（相互利用で十分）

将来的に広域での公共施設

の最適配置を検討していくか
（複数選択可）
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・学校設置プールのみを使用している団体が
最多だが、学校外施設を併用している例も多い。

・授業は教員による実施のみが最多だが、 約1/3
の団体で民間インストラクターを活用している。

・学校設置プールのみを使用している21団体の
うち、約1/3の団体が、学校外施設の活用を
検討するとしている。

2

4

15

21

0 5 10 15 20 25

学校外設置の

民設プールのみを使用

学校外設置の

公設プールのみを使用

学校外設置のプール

（公設・民設）を併用

学校設置の

プールのみを使用

小中学校授業で使用するプール施設

21

3

9

30

0 5 10 15 20 25 30 35

民間委託

のみ

教員実施と

民間委託

を併用

教員による

授業実施のみ

プール授業の実施方法

7

14

0 2 4 6 8 10 12 14 16

学校外プール

の活用を検討

学校設置プール

のみを継続

現在、学校設置プールのみを使用する

団体(21)の今後の方向性


